
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
）
新
旧
対
照
表

一

奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
公
園
施
設
の
使
用
承
認
）

（
公
園
施
設
の
使
用
承
認
）

第
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
公
園
施
設
を
使
用
し
よ

第
八
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
公
園
施
設
を
使
用
し
よ

う
と
す
る
者
（
第
一
号
に
掲
げ
る
公
園
施
設
に
つ
い

う
と
す
る
者
（
第
一
号
に
掲
げ
る
公
園
施
設
に
つ
い

て
は
、
自
動
車
を
用
い
て
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
に

て
は
、
自
動
車
を
用
い
て
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
に

限
る
。
）
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

限
る
。
）
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一
～
十
四

略

一
～
十
四

略

十
五

平
城
宮
跡
歴
史
公
園
駐
車
場
及
び
平
城
宮
跡

歴
史
公
園
乗
降
場

十
六
及
び
十
七

略

十
五
及
び
十
六

略

２
及
び
３

略

２
及
び
３

略

（
指
定
管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金
）

（
利
用
料
金
）

第
二
十
条

略

第
二
十
条

略

（
公
共
施
設
等
運
営
権
の
設
定
）

第
二
十
一
条

知
事
は
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る

公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
民
間
資
金
法

」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
選
定
事

業
者
（
民
間
資
金
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
選

定
事
業
者
を
い
う
。
）
に
、
公
園
の
運
営
等
（
同
条

第
六
項
に
規
定
す
る
運
営
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
に
係
る
公
共
施
設
等
運
営
権
を
設
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
公
共
施
設
等
運
営
権
に
関
す
る
実
施
方
針
の
策
定

）
第
二
十
二
条

知
事
は
、
公
共
施
設
等
運
営
権
が
設
定

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
民
間
事
業
者
を
選
定
し
よ
う
と

す
る
場
合
に
は
、
次
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
施
方
針
（
民
間
資
金
法
第

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
方
針
を
い
う
。
）
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。



改

正

案

現

行

（
公
園
運
営
等
業
務
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
の
選

定
の
手
続
）

第
二
十
三
条

民
間
資
金
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
公
園
の
運
営
等
の
業
務
（
以
下
「
公
園
運
営
等

業
務
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
民
間
事
業
者
と
し

て
選
定
さ
れ
よ
う
と
す
る
民
間
事
業
者
は
、
知
事
が

別
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
規
則
で
定
め
る
申
請
書

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

公
園
運
営
等
業
務
の
実
施
に
関
す
る
事
業
計
画

書
二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る

書
類

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
が
あ
つ
た
も

の
の
う
ち
、
提
出
さ
れ
た
事
業
計
画
書
等
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
基
準
に
最
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る

も
の
を
選
定
し
、
議
会
の
議
決
を
経
て
公
共
施
設
等

運
営
権
を
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

住
民
の
平
等
な
利
用
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

二

事
業
計
画
書
が
、
運
営
等
を
適
正
か
つ
確
実
に

実
施
で
き
る
内
容
で
あ
る
こ
と
。

三

民
間
事
業
者
の
創
意
工
夫
を
発
揮
し
、
公
園
の

効
用
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
効
率
的

な
運
営
等
を
行
う
こ
と
。

四

事
業
計
画
書
に
沿
つ
た
運
営
等
を
安
定
し
て
行

う
た
め
に
必
要
な
経
理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を

有
し
て
い
る
こ
と
。

五

第
二
十
五
条
の
業
務
に
つ
い
て
相
当
の
知
識
及

び
経
験
を
有
す
る
者
を
当
該
業
務
に
従
事
さ
せ
る

こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
公
園

の
設
置
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る

基
準

（
公
共
施
設
等
運
営
権
者
が
行
う
運
営
等
の
基
準
）



改

正

案

現

行

第
二
十
四
条

公
共
施
設
等
運
営
権
者
（
民
間
資
金
法

第
九
条
第
四
号
に
規
定
す
る
公
共
施
設
等
運
営
権
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

よ
り
、
公
園
運
営
等
業
務
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

公
園
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
不
当

な
差
別
的
取
扱
い
を
し
な
い
こ
と
。

二

公
園
運
営
等
業
務
に
関
連
し
て
取
得
し
た
個
人

に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
情
報
を
適
切
に
取
り
扱

う
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
定
め

る
基
準

（
公
共
施
設
等
運
営
権
者
が
行
う
業
務
の
範
囲
）

第
二
十
五
条

公
共
施
設
等
運
営
権
者
が
行
う
業
務
の

範
囲
は
、
公
園
施
設
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
そ
の
他
の

公
園
運
営
等
業
務
と
す
る
。

（
公
共
施
設
等
運
営
権
者
が
定
め
る
利
用
料
金
）

第
二
十
六
条

第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
公
共
施
設

等
運
営
権
が
設
定
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
八

条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
利
用
料
金
を
公

共
施
設
等
運
営
権
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第

三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

利
用
料
金
は
、
公
共
施
設
等
運
営
権
者
が
知
事
と

協
議
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

３

公
共
施
設
等
運
営
権
者
は
、
前
項
の
利
用
料
金
の

額
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
額
を
公
表
す
る
も
の
と

す
る
。
そ
の
額
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る

。
第
二
十
七
条

略

第
二
十
一
条

略

別
表
第
一
（
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
一
条
関
係
）

法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
使
用
料

法
第
五
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
使
用
料



改

正

案

現

行

区
分

公
園
施
設
の

使

用

料

区
分

公
園
施
設
の

使

用

料

種
別

種
別

公
園
施

宿
泊
施
設

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
月

公
園
施

宿
泊
施
設

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
月

設
を
設

に
つ
き

二
九
〇
円
を

設
を
設

に
つ
き

一
三
八
円
を

置
す
る

超
え
な
い
範
囲
内
に
お

置
す
る

超
え
な
い
範
囲
内
に
お

場
合

い
て
規
則
で
定
め
る
額

場
合

い
て
規
則
で
定
め
る
額

休
憩
所
、
売

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
月

休
憩
所
、
売

一
平
方
メ
ー
ト
ル
一
月

店
及
び
飲
食

に
つ
き

二
九
〇
円
を

店
及
び
飲
食

に
つ
き

二
七
九
円
を

店

超
え
な
い
範
囲
内
に
お

店

超
え
な
い
範
囲
内
に
お

い
て
規
則
で
定
め
る
額

い
て
規
則
で
定
め
る
額

略

略

略

略

注

略

注

略

別
表
第
四
（
第
十
一
条
、
第
二
十
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
十
一
条
、
第
二
十
条
関
係
）

第
八
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
使
用
料

第
八
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
使
用
料

一
～
十
四

略

一
～
十
四

略

十
五

平
城
宮
跡
歴
史
公
園
駐
車
場
及
び
平
城
宮
跡

歴
史
公
園
乗
降
場

使
用
区
分

使
用
料

平
城
宮
跡

乗
合
型
自

一
日
当

三
、
〇

歴
史
公
園

動
車

た
り

〇
〇
円

駐
車
場
及

び
平
城
宮

跡
歴
史
公

園
乗
降
場

を
使
用
す

る
場
合



改

正

案

現

行

平
城
宮
跡

乗
合
型
自

一
日
当

三
、
〇

歴
史
公
園

動
車

た
り

〇
〇
円

駐
車
場
の

み
を
使
用

普
通
自
動

一
時
間

二
〇
〇

す
る
場
合

車
、
小
型

以
内
に

円
（
駐

自
動
車
及

つ
き

車
す
る

び
軽
自
動

時
間
が

車
（
自
動

二
十
四

二
輪
車
を

時
間
以

除
く
。
）

内
に
つ

き
五
〇

〇
円
を

上
限
と

す
る
。

）

平
城
宮
跡

乗
合
型
自

一
日
当

二
、
〇

歴
史
公
園

動
車

た
り

〇
〇
円

乗
降
場
の

み
を
使
用

す
る
場
合

十
六
及
び
十
七

略

十
五
及
び
十
六

略



二

奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

別
表
第
四
（
第
十
一
条
、
第
二
十
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
十
一
条
、
第
二
十
条
関
係
）

第
八
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
使
用
料

第
八
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
使
用
料

一
～
十
四

略

一
～
十
四

略

十
五

平
城
宮
跡
歴
史
公
園
駐
車
場
及
び
平
城
宮
跡

十
五

平
城
宮
跡
歴
史
公
園
駐
車
場
及
び
平
城
宮
跡

歴
史
公
園
乗
降
場

歴
史
公
園
乗
降
場

使
用
区
分

使
用
料

使
用
区
分

使
用
料

平
城
宮
跡

乗
合
型
自

一
日
当

六
、
〇

平
城
宮
跡

乗
合
型
自

一
日
当

三
、
〇

歴
史
公
園

動
車

た
り

〇
〇
円

歴
史
公
園

動
車

た
り

〇
〇
円

駐
車
場
及

駐
車
場
及

び
平
城
宮

び
平
城
宮

跡
歴
史
公

跡
歴
史
公

園
乗
降
場

園
乗
降
場

を
使
用
す

を
使
用
す

る
場
合

る
場
合

平
城
宮
跡

乗
合
型
自

一
日
当

六
、
〇

平
城
宮
跡

乗
合
型
自

一
日
当

三
、
〇

歴
史
公
園

動
車

た
り

〇
〇
円

歴
史
公
園

動
車

た
り

〇
〇
円

駐
車
場
の

駐
車
場
の

み
を
使
用

略

み
を
使
用

略

す
る
場
合

す
る
場
合

平
城
宮
跡

乗
合
型
自

一
日
当

三
、
〇

平
城
宮
跡

乗
合
型
自

一
日
当

二
、
〇

歴
史
公
園

動
車

た
り

〇
〇
円

歴
史
公
園

動
車

た
り

〇
〇
円

乗
降
場
の

乗
降
場
の

み
を
使
用

み
を
使
用

す
る
場
合

す
る
場
合

十
六
及
び
十
七

略

十
六
及
び
十
七

略


